
長期欠席議員の報酬減額について

１ 減額割合について

【議員報酬の減額割合】

【期末手当の減額割合】

２ 議員報酬減額の具体例について

【具体的考え方】

○４月２日に会議を欠席（欠席日が基準日となる）

→ ７月１日まで連続で欠席（ 91日目）⇒ ７月分の報酬から減額割合20％を適用

→ ９月29日まで連続で欠席（181日目）⇒ 10月分の報酬から減額割合30％を適用

※「90 日超え」は 90 日目を含まず、91 日目からという意味になります。

【議員報酬（月額）減額の例】

議員報酬（月額） 減額割合 報酬減額分 支給額

４４８，０００円× ２０％ ＝ △ ８９，６００円 ⇒ ３５８，４００円

〃 ３０％ ＝ △１３４，４００円 ⇒ ３１３，６００円

〃 ５０％ ＝ △２２４，０００円 ⇒ ２２４，０００円

〃 １００％ ＝ △４４８，０００円 ⇒ ０円

【期末手当（議員）減額の例】

期末手当 減額割合 期末手当減額分 支給額

９００，４８０円× ３０％ ＝ △２７０，１４４円 ⇒ ６３０，３３６円

× ５０％ ＝ △４５０，２４０円 ⇒ ４５０，２４０円

１００％ ＝ △９００，４８０円 ⇒ ０円

========================================================================

【参考：期末手当額】

６月 月額 ４４８，０００円 ×１.２×１.６７５＝ ９００，４８０円

１２月 月額 ４４８，０００円 ×１.２×１.６７５＝ ９００，４８０円

欠 席 期 間 減 額 割 合

90 日を超え 180 日以下であるとき。 100 分の 20

180 日を超え 365 日以下であるとき。 100 分の 30

365 日を超え 730 日以下であるとき。 100 分の 50

730 日を超えるとき。 100 分の 100

欠 席 期 間 減 額 割 合

90 日を超え 180 日以下であるとき。 100 分の 30

180 日を超え 365 日以下であるとき。 100 分の 50

365 日を超えるとき。 100 分の 100
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